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議案第７３号

  令和２年度新潟市一般会計補正予算（第９号）

令和２年度新潟市の一般会計補正予算（第９号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４３４，１３３千円を追加し，歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８６，６０１，６６６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

19 国庫支出金 155,701,081 3,242,100 158,943,181

 1 国庫負担金 51,567,196 7,500 51,574,696

 2 国庫補助金 103,849,231 3,234,600 107,083,831

20 県支出金 20,834,651 3,000 20,837,651

 2 県補助金 5,406,181 3,000 5,409,181

22 寄附金 425,000 31,000 456,000

 1 寄附金 425,000 31,000 456,000

24 繰越金 237,648 74,333 311,981

 1 繰越金 237,648 74,333 311,981

26 市債 47,181,500 83,700 47,265,200

 1 市債 47,181,500 83,700 47,265,200

483,167,533 3,434,133 486,601,666

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 2 総務費 121,882,376 1,252,931 123,135,307

 1 総務管理費 117,826,584 1,084,931 118,911,515

 2 徴税費 2,690,709 90,000 2,780,709

 3 戸籍住民基本台帳費 578,175 78,000 656,175

 3 民生費 124,446,625 339,190 124,785,815

 1 社会福祉費 11,353,473 117,955 11,471,428

 2 児童福祉費 45,917,995 200,200 46,118,195

 3 障がい福祉費 22,823,327 5,000 22,828,327

 5 老人福祉費 26,867,850 16,035 26,883,885

 4 衛生費 26,950,588 35,492 26,986,080

 1 保健衛生費 16,029,737 35,492 16,065,229

 5 労働費 1,705,245 36,400 1,741,645

 1 労働諸費 1,705,245 36,400 1,741,645

 6 農林水産業費 6,535,293 35,000 6,570,293

 1 農業費 3,272,570 35,000 3,307,570

 7 商工費 17,179,579 146,000 17,325,579

 1 商業費 15,533,477 5,000 15,538,477

 2 工業費 1,646,102 141,000 1,787,102

 8 土木費 58,809,428 586,000 59,395,428

 4 都市計画費 27,073,136 386,000 27,459,136

 7 建築費 2,371,057 200,000 2,571,057

 9 消防費 10,393,301 285,600 10,678,901

 1 消防費 10,393,301 285,600 10,678,901

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項

10 教育費 60,457,994 717,520 61,175,514

 1 教育総務費 8,824,716 123,520 8,948,236

 2 小学校費 27,271,026 217,699 27,488,725

 3 中学校費 15,247,774 301,519 15,549,293

 4 高等学校費 1,555,908 7,741 1,563,649

 6 特別支援学校費 1,550,934 17,041 1,567,975

 8 保健給食費 2,657,617 50,000 2,707,617

483,167,533 3,434,133 486,601,666歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費補正

       １　追　加
（単位  千円）

2　総務費 1　総務管理費 総務事務システム構築事業 33,000

テレワーク環境整備事業 492,500

2　徴税費　 キャッシュレス納付導入事業 7,300

課税（所得）証明コンビニ交付導入事業 30,000

3　民生費 2　児童福祉費 新生児を対象とした臨時給付事業 20,000

8　土木費 7　建築費 公共建築物保全適正化推進事業 200,000

9　消防費 1　消防費 消防署所感染症対策等事業 275,700

款 項 事 業 名 金 額
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１　変　更

。） し後の利率

） ）

においては

含む ，当該見直 含む ，当該見直

行を

。） し後の利率

行を においては

共団 融機構資金 も繰上償還し，償還年

の共 率の見直し 債に借り換えることが

同発 を行った後 できる。 同発 を行った後 できる。

金及び地方 だし，財政の都合によ

方公 公共団体金 り据置期間中であって 方公 公共団体金 り据置期間中であって

の共 率の見直し 債に借り換えることが

共団 融機構資金 も繰上償還し，償還年

体と について利 限を短縮し，又は低利 体と について利 限を短縮し，又は低利

方式で借り 若しくは不均等の方法

の地 金及び地方 だし，財政の都合によ

発行 入れる場合 により，毎年度１期又

（他 で，政府資 は２期に償還する。た （他 で，政府資 は２期に償還する。た

発行 入れる場合 により，毎年度１期又

の地

年5.0％以内 借り入れの年から据置

貸借 （ただし， 期間を含み30年以内に 貸借 （ただし， 期間を含み30年以内に

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

消防施設整備事業費 326,600
普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置

410,300
普通

又は 利率見直し 元利均等又は元金均等

債券 方式で借り 若しくは不均等の方法 債券

第３表　　地方債補正

（単位　千円）

起　債　の　目　的

補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　　正　　　　　　　　　後

限　度　額

起債
の方

法法
利　　率 償　還　の　方　法 限　度　額

起債
の方

法法
利　　率 償　還　の　方　法
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議案第７４号

   令和２年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算（第４号）

令和２年度新潟市の国民健康保険事業会計補正予算（第４号）は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１，７５５千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７５，３５４，６６１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一  
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 5 県支出金 54,904,785 186,000 55,090,785

 1 県補助金 54,904,785 186,000 55,090,785

 8 繰入金 6,098,780 5,755 6,104,535

 1 他会計繰入金 5,863,784 5,755 5,869,539

75,162,906 191,755 75,354,661

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 1,331,581 31,755 1,363,336

 1 総務管理費 1,330,135 31,755 1,361,890

 6 諸支出金 80,520 160,000 240,520

 1 償還金及び還付加算金 80,520 160,000 240,520

75,162,906 191,755 75,354,661

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第７５号

   令和２年度新潟市介護保険事業会計補正予算（第３号）

令和２年度新潟市の介護保険事業会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８３，４４３千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８４，０９７，６５５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 5 支払基金交付金 21,665,622 70,294 21,735,916

 1 支払基金交付金 21,665,622 70,294 21,735,916

 8 繰越金 1 413,149 413,150

 1 繰越金 1 413,149 413,150

83,614,212 483,443 84,097,655

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 5 諸支出金 483,443 483,443

 1 償還金 483,443 483,443

83,614,212 483,443 84,097,655

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

-12-



議案第７６号

   令和２年度新潟市後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）

令和２年度新潟市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２，３７８千円を追加し，歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９，４９７，６５５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 4 繰越金 1 18,378 18,379

 1 繰越金 1 18,378 18,379

 5 諸収入 250,521 14,000 264,521

 2 償還金及び還付加算金 10,998 14,000 24,998

9,465,277 32,378 9,497,655

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 2 後期高齢者医療広域連
合納付金

8,931,907 18,378 8,950,285

 1 後期高齢者医療広域連
合納付金

8,931,907 18,378 8,950,285

 4 諸支出金 10,999 14,000 24,999

 1 償還金及び還付加算金 10,999 14,000 24,999

9,465,277 32,378 9,497,655

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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議案第７７号

令和２年度新潟市病院事業会計補正予算（第４号）

（総則）

第１条 令和２年度新潟市病院事業会計の補正予算（第４号）は，次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和２年度新潟市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入                             （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院事業収益 25,580,790 403,600 25,984,390

第４項 特別利益 10,000 403,600 413,600

支 出                            （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院事業費用 26,223,304 403,600 26,626,904

第４項 特別損失 10,000 403,600 413,600

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入                             （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院資本的収入 1,424,310 14,850 1,439,160

第３項 補助金 54,352 14,850 69,202
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支 出                            （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院資本的支出 2,535,388 14,850 2,550,238

第１項 建設改良費 551,844 14,850 566,694

令和２年９月８日提出

新潟市長 中原 八一  
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議案第７８号

   新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例及び新潟

市福祉事務所設置条例の一部改正について

新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例及び新潟市福

祉事務所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和２年９月８日提出

                           新潟市長 中原 八一

   新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例及び新潟

市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例

（新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例の一部改正）

第１条 新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例（平成

１８年新潟市条例第７０号）の一部を次のように改正する。

第３条の表北区役所の項中「新潟市北区葛塚３１９７番地」を「新潟市北区東栄町１

丁目１番１４号」に改める。

（新潟市福祉事務所設置条例の一部改正）

第２条 新潟市福祉事務所設置条例（昭和２６年新潟市条例第６１号）の一部を次のよう

に改正する。

  第１条第２項の表新潟市北福祉事務所の項中「新潟市北区葛塚３１９７番地」を「新

潟市北区東栄町１丁目１番１４号」に改める。

   附 則

この条例は，令和３年２月１日から施行する。
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議案第７９号

   新潟市公民館条例の一部改正について

新潟市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和２年９月８日提出

                           新潟市長 中原 八一

   新潟市公民館条例の一部を改正する条例

新潟市公民館条例（昭和３４年新潟市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項の表新潟市豊栄地区公民館の項中「新潟市北区東栄町１丁目１番１５号」

を「新潟市北区東栄町１丁目１番１４号」に改める。

別表のうち２の表を次のように改める。

  ２ 新潟市豊栄地区公民館

施設名 使用料の額（円）

午前９時から

正午まで

午後１時から

午後３時まで

午後３時３０

分から午後５

時３０分まで

午後６時３０

分から午後９

時３０分まで

視聴覚室 ４００ ３００ ３００ ４００

和室１ １００ １００ １００ １００

和室２（茶室） ２００ １００ １００ ２００

工作室 ２００ １００ １００ ２００

第１研修室 ２００ ２００ ２００ ２００

第２研修室 ２００ ２００ ２００ ２００

大講堂 ９００ ７００ ７００ ９００

３０１会議室 ２００ ２００ ２００ ２００

３０２会議室 ２００ ２００ ２００ ２００
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備考 ３０１会議室及び３０２会議室の利用（午後６時３０分から午後９時３０分

までの利用を除く。）は，新潟市の休日を定める条例（平成元年新潟市条例第３

５号）第１条第１項各号に規定する市の休日（教育委員会規則で定める休館日を

除く。）に限る。

  附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和３年２月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に，同日以後の新潟市豊栄地区公民館の利用につき，当該利用

の許可を受けたものから徴収する使用料の額は，改正後の新潟市公民館条例に規定する

額とする。
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議案第８０号

  新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一

部改正について

新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。

  令和２年９月８日提出

                           新潟市長 中原 八一

  新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例

新潟市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２

６年新潟市条例第５６号）の一部を次のように改正する。

第２条第２８号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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議案第８１号

新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例及び新潟市老

人デイサービスセンター条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例及び新潟市老人デ

イサービスセンター条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例及び新潟市老

人デイサービスセンター条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

（新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第１条 新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成２７

年新潟市条例第３号）の一部を次のように改正する。

 第５条第２項中「主任介護支援専門員」を「主任介護支援専門員（以下この項におい

て「主任介護支援専門員」という。）」に改め，同項に次のただし書を加える。

ただし，主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については，介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を前項に規定する

管理者とすることができる。

（新潟市老人デイサービスセンター条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 新潟市老人デイサービスセンター条例等の一部を改正する条例（平成３０年新潟

市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

  附則第４項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め，附則に次

の１項を加える。

５ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については，前項中「，第１２

条」とあるのは「令和３年３月３１日までに介護保険法第４６条第１項の指定を受け
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ている事業所（同日において当該事業所における居宅介護支援等基準条例第５条第１

項に規定する管理者（以下この項において「管理者」という。）が，介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主

任介護支援専門員でないものに限る。）については，第１２条」と，「介護支援専門

員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ

（３）に規定する主任介護支援専門員を除く。）を居宅介護支援等基準条例第５条第

１項の」とあるのは「引き続き，令和３年３月３１日における管理者である介護支援

専門員を」とする。

   附 則

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，公布の日から

施行する。
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議案第８２号

新潟市景観条例の一部改正について

新潟市景観条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和２年９月８日提出

新潟市長 中原 八一  

新潟市景観条例の一部を改正する条例

新潟市景観条例（平成１９年新潟市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第７条に次の１項を加える。

４ 新潟市景観計画に定める特別区域のうち旧小澤家住宅周辺地区（以下「旧小澤家住宅

周辺地区」という。）における法第１６条第１項第４号に規定する条例で定める行為は，

道路から見える木竹の植栽又は伐採とする。

第８条第３項中「旧齋藤家別邸周辺地区」の次に「及び旧小澤家住宅周辺地区」を加え

る。

第９条第３項中「旧齋藤家別邸周辺地区」の次に「及び旧小澤家住宅周辺地区」を加え

る。

附 則

この条例は，令和２年１１月１日から施行する。
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議案第８３号

   新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一

新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

新潟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成８年新潟市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。

別表第２小新白鳥東地区地区計画区域の項ア欄３（５）を同欄３（６）とし，同欄３（

４）の次に次のように加える。

  （５） 診療所

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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議案第８４号

市道路線の認定及び廃止について

次のとおり市道路線の認定及び廃止をするものとする。

令和２年９月８日提出

新潟市長 中原 八一  

１ 認定する路線

整理

番号

路 線 名
起     点

重要な経過地

終     点

１
豊栄１－

９１７号線

新潟市北区下土地亀字樋ノ内 3424 番 7 地先 新潟市北区下土地亀字樋

ノ内 3424 番 9 地先新潟市北区下土地亀字樋ノ内 3424 番 10 地先

２

東３－

６７５号線

新潟市東区物見山二丁目 34 番 1 地先 新潟市東区物見山二丁目

20 番 30 地先新潟市東区物見山二丁目 34 番 1 地先

２
東３－

６７６号線

新潟市東区物見山二丁目 20 番 7 地先 新潟市東区物見山二丁目

20 番 8 地先新潟市東区物見山二丁目 20 番 11 地先

２
東３－

６７７号線

新潟市東区物見山二丁目 20 番 20 地先 新潟市東区物見山二丁目

20 番 19 地先新潟市東区物見山二丁目 20 番 17 地先

２
東３－

６７８号線

新潟市東区物見山二丁目 20 番 28 地先 新潟市東区物見山二丁目

20 番 27 地先新潟市東区物見山二丁目 20 番 26 地先

３ 鐙線
新潟市中央区鐙三丁目 392 番 1 地先 新潟市中 央区 鐙三丁 目

394 番 2 地先新潟市中央区鐙三丁目 398 番 2 地先

４ 小島下所島線
新潟市中央区東大通一丁目 21 番地先 新潟市中央区弁天三丁目

22 番 2 地先新潟市中央区水島町 28 番 5 地先

４ 新潟鳥屋野線
新潟市中央区東堀前通五番町 400 番 6 地先 新潟市中央区水島町 38 番

5 地先新潟市中央区紫竹山一丁目 185 番 1 地先

４
南２－

３３号線

新潟市中央区水島町 27 番 6 地先 新潟市中央区水島町 27 番

8 地先新潟市中央区水島町 27 番 70 地先
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整理

番号

路 線 名
起     点

重要な経過地

終     点

４
南２－

１７２号線

新潟市中央区水島町 27 番 43 地先 新潟市中央区水島町 27 番

28 地先新潟市中央区水島町 27 番 1 地先

４
南２－

１７３号線

新潟市中央区天神尾一丁目 341 番 1 地先 新潟市中央区天神尾一丁

目 341 番 8 地先新潟市中央区天神尾一丁目 339 番 1 地先

５
南７－

４２５号線

新潟市中央区上沼 656 番 25 地先 新潟市中央区上沼 656 番

23 地先新潟市中央区上沼 657 番 4 地先

６
南７－

４２６号線

新潟市中央区親松字樋先 169 番 5 地先 新潟市中央区親松字樋先

169 番 32 地先新潟市中央区親松字樋先 169 番 14 地先

６

南７－

４２７号線

新潟市中央区親松字樋先 169 番 7 地先 新潟市中央区親松字樋先

169 番 18 地先新潟市中央区親松字樋先 169 番 21 地先

７
南７－

３８４号線

新潟市江南区楚川字東割甲 182 番 1 地先 新潟市江南区楚川字居前

乙 20 番 8 地先新潟市江南区楚川字居前川原乙 1 番乙地先

８
新津２－

８８０号線

新潟市秋葉区新町二丁目 936 番 14 地先 新潟市秋葉区新町二丁目

936 番 18 地先新潟市秋葉区新町二丁目 936 番 14 地先

９
新津３－

２８６号線

新潟市秋葉区新津字山谷南 4521 番 5 地先 新潟市秋葉区新津字山谷

南 4521 番 10 地先新潟市秋葉区新津字山谷南 4523 番 3 地先

１０
小須戸１－

３４３号線

新潟市秋葉区新保字雁巻 14 番 19 地先 新潟市秋葉区新保字雁巻

14 番 17 地先新潟市秋葉区新保字雁巻 14 番 16 地先

１１
白根２－

４００号線

新潟市南区北田中字宮下 746 番 1 地先 新潟市南区北田中字宮下

497 番 6 地先新潟市南区北田中字宮下 497 番 19 地先

１２

白根２－

４２２号線

新潟市南区大通南四丁目 184 番地先
新潟市南区大通南四丁目

36 番地先

新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5440 番 10 地

先
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整理

番号

路 線 名

起     点

重要な経過地

終     点

１２
白根２－

４２３号線

新潟市南区大通南三丁目 214 番 1 地先 新潟市南区大通南四丁目

1 番地先新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5422 番 2地先

１２
白根２－

７２１号線

新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5409 番 1地先新潟市南区鷲ノ木新田字

諏訪木島 5409 番 7 地先新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5413 番 2地先

１２

白根２－

７２２号線

新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5440 番 11 地

先 新潟市南区鷲ノ木新田字

諏訪木島 5440 番 14 地先新潟市南区鷲ノ木新田字諏訪木島 5440 番 17 地

先

１３
西南２－

２４６号線

新潟市西区五十嵐三の町中 10101 番 1 地先 新潟市西区五十嵐三の町

中 10101 番 1 地先新潟市西区五十嵐三の町中 10102 番 1 地先
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２ 廃止する路線

整理

番号

路 線 名
起     点

重要な経過地

終     点

１４ 鐙線
新潟市中央区鐙三丁目 391 番 2 地先 新 潟 市 中 央 区 鐙 三 丁 目

394 番 2 地先新潟市中央区鐙三丁目 398 番 2 地先

１５ 小島下所島線
新潟市中央区東大通一丁目 21 番地先 新潟市中央区弁天三丁目

22 番 2 地先新潟市中央区水島町 28 番 8 地先

１５

新潟鳥屋野線

１号

新潟市中央区東堀前通五番町 400 番 6 地先 新潟市中央区水島町 27 番

28 地先新潟市中央区水島町 27 番 1 地先

１５
新潟鳥屋野線

２号

新潟市中央区天神尾一丁目 341 番 21 地先 新潟市中央区米山五丁目

168 番 1 地先新潟市中央区紫竹山一丁目 185 番 1 地先

１５
南２－

３１号線

新潟市中央区春日町 1098 番 15 地先 新潟市中央区水島町 20 番

5 地先新潟市中央区春日町 1098 番 14 地先

１５
南２－

３３号線

新潟市中央区水島町 27 番 109 地先 新潟市中央区水島町 27 番

14 地先新潟市中央区水島町 27 番 95 地先

１５
南２－

１５７号線

新潟市中央区水島町 28 番 8 地先 新潟市中央区水島町 27 番

29 地先新潟市中央区天神尾一丁目 331 番 1 地先

１６
白根２－

４００号線

新潟市南区北田中字宮下 497 番 26 地先 新潟市南区北田中字宮下

497 番 16 地先新潟市南区北田中字宮下 497 番 19 地先

１７
白根２－

４２２号線

新潟市南区大通南四丁目 184 番地先 新潟市南区大通南四丁目

59 番地先新潟市南区大通南四丁目 9 番地先

１７
白根２－

４２３号線

新潟市南区大通南三丁目 214 番 1 地先 新潟市南区大通南三丁目

82 番地先新潟市南区大通南四丁目 1 番地先
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１ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

豊栄１－９１７号線

新井郷川

豊栄高

夕やけ公園

ＪＲ豊栄駅

日本海東北自動車道

ＪＲ白新線



２ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①東３－６７５号線
②東３－６７６号線
③東３－６７７号線
④東３－６７８号線

②
①

④
③

藤見中

新潟聾学校

新潟東高

じゅんさい池公園

小金公園

山の下中

東山の下小

エコープラザ

東処理センター



３ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

鐙線

国道８号

国土交通省

北陸地方整備局

新潟国道事務所

ＪＲ新潟駅

国道４９号

国道７号

沼垂小

笹口小

中央図書館

ＪＲ信越本線・白新線

鳥屋野線

万代長嶺小



４ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①小島下所島線
②新潟鳥屋野線
③南２－３３号線
④南２－１７２号線
⑤南２－１７３号線

国道８号

②
信濃川

北越高

新潟市

総合福祉会館

ＪＲ新潟駅

⑤

④
③

①

上所小

鳥屋野潟

萬代橋

ＪＲ越後線

新潟南高

八千代橋

上越新幹線

県立図書館
鳥屋野運動公園

桜木Ｉ・Ｃ

県立自然科学館

笹口小

中央図書館

万代長嶺小

南万代小



５ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

南７－４２５号線

鳥屋野潟

中部下水処理場

親松排水路

新潟江南高

新潟中央インターチェンジ

国道８号

上越新幹線

女池Ｉ・Ｃ

女池小

鳥屋野運動公園



６ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①南７－４２６号線
②南７－４２７号線

国道８号

①
信濃川

親松排水路

鳥屋野潟

中部下水処理場

②

上越新幹線

信濃川取水場

女池Ｉ・Ｃ

上山中



７ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

南７－３８４号線

曽野木小

信濃川大橋

信濃川

信濃川浄水場



８ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

新津２－８８０号線

新津川

新津第一小

下越病院

新津税務署

国道４６０号

新津浄化センター
し尿受入施設

東部運動広場

能代川

ＪＲ磐越西線



９ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

新津３－２８６号線

国道４０３号

新津第一中

秋葉警察署

新潟市水道局

秋葉事業所

新津第三小

新潟県新潟地域振興局

新津庁舎

秋葉区役所

秋葉区文化会館

秋葉消防署

新津地区

市民会館

新津健康センター

ＪＲ新津駅



１０ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

小須戸１－３４３号線

信濃川

小須戸小

小須戸中

小須戸幼稚園

秋葉区役所

小須戸出張所

小須戸保育園

小須戸橋

雁巻緑地公園



１１ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

白根２－４００号線

北部中継ポンプ場

白根北中

鷲ノ木大通川

白根北部工業団地



１２ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①白根２－４２２号線
②白根２－４２３号線
③白根２－７２１号線
④白根２－７２２号線

大通小

②

鷲ノ木大通川

④

③

①

大野保育園
大野小

国道８号

大野大橋

中ノ口川

白根排水機場

信濃川



１３ 市 道 路線 認定 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

西南２－２４６号線

新川

新潟学園

内野小

新川漁港

日本海

往来橋

新川河口排水機場

新川元橋

国道４０２号



１４ 市 道 路線 廃止 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

鐙線

国道４９号

国土交通省

北陸地方整備局

新潟国道事務所

国道７号

沼垂小

笹口小

鳥屋野潟

国道８号

ＪＲ信越本線・白新線

中央図書館

万代長嶺小



１５ 市 道 路線 廃止 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①小島下所島線
②新潟鳥屋野線１号
③新潟鳥屋野線２号
④南２－３１号線
⑤南２－３３号線
⑥南２－１５７号線

鳥屋野潟

北越高

国道８号

②

⑤

④

③

①

⑥

信濃川

新潟市

総合福祉会館

ＪＲ新潟駅

万代長嶺小

桜木Ｉ・Ｃ

新潟南高

八千代橋

萬代橋

笹口小

上越新幹線

ＪＲ越後線

中央図書館

南万代小



１６ 市 道 路線 廃止 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

白根２－４００号線

白根北中

鷲ノ木大通川

白根北部工業団地

北部中継ポンプ場



１７ 市 道 路線 廃止 図 （ 参考図 ）

は ん 例

起点 終点

－－－－－既成公道

①白根２－４２２号線
②白根２－４２３号線

大野大橋

大通小

鷲ノ木大通川

国道８号

大野保育園
大野小

①

②

信濃川

中ノ口川

白根排水機場



議案第８６号

   未処分利益剰余金の処分について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により，令和元年

度新潟市水道事業会計未処分利益剰余金のうち，１，８４０，１８８，４３５円を建設改

良積立金に積み立て，１，４３０，１１１，３４８円を資本金に組み入れるものとする。

  令和２年９月８日提出

                             新潟市長 中原 八一
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議案第８７号

   決算の認定について

令和元年度新潟市下水道事業会計決算，令和元年度新潟市水道事業会計決算及び令和元

年度新潟市病院事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

  令和２年９月８日提出

                             新潟市長 中原 八一

決算書及び決算審査意見書は，別冊のとおり。
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議案第８８号

   市長専決処分について

下記事件について地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り，別紙のとおり専決処分したので報告し，承認を得たい。

  令和２年９月８日提出

                            新潟市長 中原 八一  

記

専決第９号 令和２年度新潟市一般会計補正予算（第８号）専決処分書

専決第１０号 令和２年度新潟市病院事業会計補正予算（第３号）専決処分書

-51-



専決第９号

令和２年度新潟市一般会計補正予算（第８号）専決処分書

令和２年度新潟市の一般会計補正予算（第８号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０９，９００千円を追加し，歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４８３，１６７，５３３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

上記地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分す

る。

令和２年８月１１日

                            新潟市長 中原 八一
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　 第１表　歳入歳出予算補正

     歳  入

（単位　千円）

款 項

19 国庫支出金 155,391,181 309,900 155,701,081

 2 国庫補助金 103,539,331 309,900 103,849,231

482,857,633 309,900 483,167,533

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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     歳  出

（単位　千円）

款 項

 4 衛生費 26,640,688 309,900 26,950,588

 1 保健衛生費 15,719,837 309,900 16,029,737

482,857,633 309,900 483,167,533

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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専決第１０号

令和２年度新潟市病院事業会計補正予算（第３号）専決処分書

（総則）

第１条 令和２年度新潟市病院事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによ

る。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和２年度新潟市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入                             （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院事業収益 25,565,302 15,488 25,580,790

第２項 医業外収益 3,990,188 15,488 4,005,676

支 出                            （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院事業費用 26,207,816 15,488 26,223,304

第１項 医業費用 25,630,398 15,488 25,645,886

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入                             （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院資本的収入 1,408,649 15,661 1,424,310

第３項 補助金 38,691 15,661 54,352
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支 出                            （単位 千円）

科   目 既決予定額 補正予定額 計

第１款 市民病院資本的支出 2,519,727 15,661 2,535,388

第１項 建設改良費 536,183 15,661 551,844

上記地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分す

る。

令和２年８月１１日

新潟市長 中原 八一  
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報告第４号

継続費精算報告書の報告について 

 地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定に基づき，継続費精算報告書を次のと

おり報告する。

  令和２年９月８日提出

                             新潟市長 中原 八一 
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